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第１章 地域計画策定について 

1 計画策定の背景と目的 

平成２５年１２月、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減

災、その他迅速な復旧・復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であ

るとして、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

基本法」（以下「国土強靭化基本法」と表記します）が成立・施行されました。 

[国土強靭化] 

事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上を資する国民生活及び

国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等に備えた国土の全域にわた

る強靭な国づくり 

[国土強靭化の基本方針] 

  ・ 人命の保護が最大限図られること 

・ 政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなること 

・ 国民の財産及び公共施設に係る被害を最小化に資すること 

・ 迅速な復旧復興に資すること 

 

 国土強靭化基本法の成立・施行を受け、平成２６年６月、国土強靭化に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、「国土強靭化基本計画」を閣議決定するとともに、都

道府県や市町村による国土強靭化にかかる計画策定の指針となる「国土強靭化地域計画策

定ガイドライン」（以下、「ガイドライン」と表記します。）が策定されました。 

 

   これらを背景とし、平成２７年７月には、国土強靭化基本法における基本方針を踏まえ、

大規模自然災害に対する脆弱性を評価し、事前に的確な取組を実施していくために、「三重

県国土強靭化地域計画」が策定されました。  

  こうした中、当町でも南海トラフ地震等による地震・津波被害、台風や集中豪雨が引き起

こす風水害や土砂災害等の大規模自然災害に対して想定されるリスクを分析し、事前防災及

び減災の施策を推進するため、「玉城町国土強靭化地域計画」（以下「本計画」と表記します。）

を策定するものです。  

   

 ２ 他計画との関係  

 

   国土強靭化基本計画及び三重県国土強靭化地域計画   

本計画は、国土強靭化基本法第１３条に基づく国土強靭化地域計画として策定するもので

あり、同法第１４条に基づき国の国土強靭化基本計画と調和を保つようにしています。 

また、三重県国土強靭化地域計画とも調和を図るとともに、施策の実施に当たり県との連

携及び役割分担を行います。 
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（他計画との関係） 

 

           （国） 国土強靭化基本計画 

 

（県） 三重県国土強靭化地域計画 

 

 

（町） 

 

玉城町総合計画  

玉城町地域防災計画 

＜整合＞ 

玉城町国土強靭化地域計画 

 

  玉城町総合計画  

    本町においては、最上位計画であり各種分野別計画の指針となる玉城町総合計画があり

ます。本計画は玉城町総合計画と整合・調和を図りつつ、各種分野別計画等において本町の

国土強靭化を総合的かつ計画的に推進する指針となるよう定めるものです。 

 

玉城町地域防災計画  

   災害対策基本法等に基づく玉城町の地域に係る災害の予防、応急対策及び復旧・復興等に

関する事項は、玉城町地域防災計画（風水害等対策編、震災対策編及び資料編）として策定

し、防災活動を総合的かつ計画的に実施しています。 

     本計画と同様に町民の生命、身体及び財産を災害から保護するための計画ですが、双方を

比較すると以下の点で違いがあります。  

  

   国土強靭化地域計画と地域防災計画との違い（下記に示す） 

＜相違点＞ 

国土強靭化地域計画 

（検討方法）地域で想定される自然災害全般 

（対象時期）災害発生前 

（施策の設定方法） リスクシナリオ、脆弱性評価に沿った施策 

（施策の重点化）重点化あり 

地域防災計画 

（検討方法）災害の種類ごと 

（対象時期）災害発生前・後  

（施策の設定方法） 無し 

（施策の重点化）重点化なし 



4 

 

３ 計画期間  

 

   国が策定する国土強靭化基本計画は計画期間を定めておらず、おおむね５年ごとに計画内容

を見直すとされています。ガイドラインにおいても、計画期間が限定されず将来にわたり継続

する普遍的計画であるとの考えが示されていますが、一方で、地域の実情や災害の切迫性、総

合計画等の他の計画の期間等を勘案して計画期間設定を検討するとされています。本計画では、

新たに発生する大規模自然災害や問題点等、課題に対して適時対応施策の検討と見直しを行う

ため、計画期間や計画の見直し時期の設定は行わないものとします。   
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第２章 国土強靭化地域計画の考え方 

 

 ここでは、本町の自然的条件、社会的条件、過去の主な災害記録等を列記し、国土強靭化地

域計画策定に必要な条件を抽出する。 

 

第１ 自然的条件 

 

１ 位置 

本町は伊勢平野の南部にあって、東は伊勢市に、西は多気町に境し、南は国束（くづか）

山系をへだてて度会町に、北は明和町に接している。 

本町の中心、田丸は、古来陸上交通の要地で田辺（たぬい）の丘を通って大和を結ぶ初瀬

街道と外城田の丘を通る熊野街道（世界遺産熊野古道出立の地）が合して伊勢に通じていた。

今は、ＪＲ参宮線田丸駅が町の中央にあり、東西南北、縦横に県基幹道とともに、南方を伊

勢自動車道が走っている。 

 

２ 地勢 

本町北部の丘陵は多気丘陵の先端部で、玉城丘陵と区分している。 

中央部は、西から北へと流下する外城田川を中軸として、水田、畑、住居地帯があり、外

城田川平野と区分される。南部は、国束山や大日山を主峰とする標高１００メートル～３０

０メートルの国束山地が位置している。また、本町の西端、昼田、岩出地区には宮川のつく

った扇状地性の氾濫原ならびに河口三角州からなる宮川低地がある。 

 

３ 気候 

年間の日平均気温は１６．３度、日平均最高気温は２１．１度、日平均最低気温は１１．

７度、年間降水量は２,０９４．５ミリメートル（２０１９年、気象庁ホームページから）

であり、比較的に温暖な気候となっている。 
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第２ 社会的条件 

 

１ 人口及び産業 

本町の人口は１５，４１７人、世帯数は５，８０７世帯（２０２０年３月３１日現在。住

民基本台帳）で、平成２７年をピークに、人口は緩やかではあるが減少している。年齢別階

層人口は、全国的傾向と同様に老齢人口の占める割合が増加傾向にある。 

県内の代表的な農業の町として栄えているが、産業別就業者数は大きく変化しており第２

次、第３次産業への移行の傾向は今後も続くものと思われる。 

 

２ 交通 

本町の道路網は、南縁に「近畿自動車道関伊勢線」が通り、その他には、主要地方道「伊

勢多気線」、「度会玉城線」、「鳥羽松阪線」、「伊勢大宮線」及び一般県道「田丸停車場斎明線」、

「玉川小俣線」、「岩出田丸線」、「玉城南勢線」が走っている。 

町の中央部を南北に走る一般県道田丸停車場斎明線及び玉城南勢線は、度会町から本町に

通じる度会玉城線と交差し、玉城インターチェンジにも繋がっている。 

公共交通機関は、ＪＲ参宮線と三重交通のバスが主体となっている。  
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第３ 過去の主な災害 

本町に関わる災害のうち主なものを掲載する。 

 

■本町に関わる過去の主な災害 

発生時期 被害 

慶長 9 年 12 月 16 日 

（1605 年 2 月 3 目） 

伊勢地域では、地震後潮が引き、約２時間後に津波がきた。 

宝永 4 年 10 月 4 日 

（1707 年 10 月 28 日） 

（宝永地震） 

災害は、東海道・伊勢湾・紀伊半島で最も被害を受けた。海岸では

地割れから泥を噴出した。 

寛保元年 7 月 21 日 

（1741 年 8 月 31 日） 

２１日夜からの大雨となり、２２日には強風が吹いて暴風雨とな

った。 

嘉永 7 年 11 月 4 日（安政元） 

（1854 年 12 月 23 日） 

（安政東海地震） 

津では局地的に被害が大きかった。津波が房総から土佐の沿岸を

襲い、志摩半島などで多くの被害が発生した。 

文久 2 年 8 月 1 日（1862 年） 
宮川が大洪水となり、昼田村の堤が切れた。町内の家々に水が入り

川のようになった 

明治 15 年 8 月 4 日（1882年） 
５、６両日にわたって雨が止まず、諸川が増水して、宮川西側の堤

防切れた。 

昭和 9 年 9 月 21 日（1934年） 

 （室戸台風） 

四国及び近畿地方に未曽有の大暴風雨を起した。 

昭和 19 年 8 月 7 日（1944年） 櫛田川３メートル、宮川３メートル、赤羽川２メートル増水。 

昭和 19 年 12 月 7 日（1944 年） 

（東南海地震） 

マグニチュード７．９の大規模地震発生（東南海地震）。三重県は

震度５の強震で、地震発生後津波が襲来し、熊野灘沿岸では高波６

～８メートル、ところにより１０メートルに達した。 

昭和 28 年 9 月 25 日（1953 年） 

観測史上第２位といわれた稀有の猛威を振い、中心風速５、６０メ

ートル。時速４０キロメートルの速度をもって接近してきた。満潮

時と台風の通過とが一致し、近代未曽有の大風水害を蒙った。 

昭和 34 年 9 月 26 日（1959 年） 

(伊勢湾台風) 

台風１５号、通称「伊勢湾台風」は夕刻より夜半に当地方を通過し

たが、当地域での日雨量１４９．０ミリメートル、２３日よりの継

続雨量は３６７．５ミリメートルに達し、最大風速は４４．１７メ

ートルに及んだ。本町では死者はでなかったが、全壊家屋３０棟、

半壊家屋７９棟の外、数か所で土砂崩れ、堤防の決壊等の被害があ

った。 

昭和 36 年 9 月 16 日（1961 年） 

（第二室戸台風） 

猛烈な暴風雨になり、県内は大きな被害を受けた。津で最大風速２

７．４メートル。 

昭和 46 年 8 月 30 日（1971 年） 強雨が長時間にわたって継続し、県内の総降水量３００～５００
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（台風第 23 号） ミリメートル、時間雨量７０ミリメートルに達し、大雨による被害

が大きかった。 

昭和 49 年 7 月 7 日（1974年） 

（台風第 8 号、七夕豪雨） 

伊勢市周辺で約４００ミリメートルの記録的な大雨になった。町

内では各河川が氾濫し、東宮古へ通じる橋が流出した。床上浸水６

戸、床下浸水２３４戸という浸水被害をはじめ、玉城中学校の南斜

面崩落により、南斜面下にあった町営住宅２戸が全壊した。 

昭和 51 年 9 月 8 日（1976年） 

（台風第 17 号） 

県内、なかでも飯南郡、多気郡では豪雨となった。 

昭和 57 年 8 月 1 日（1982年） 

（台風第 10 号） 

強い雨のため、ＪＲ名松線全線が土砂崩れで不通。記録的な豪雨と

なった。 

昭和 57 年 9 月 11 日（1982 年） 

（台風第 18 号） 

大雨となった。総降水量は、小俣で３２８ミリメートル。 

平成 7 年 1 月 17 日（1995年） 

（兵庫県南部地震） 

地震の規模は、Ｍ７.３。神戸地等で震度７、三重県では震度４。

死者は発生当時戦後最多となる６，４３４人、行方不明者は３人、

負傷者は４３，７９２人に上り、６８９，７７６棟の建物が被害を

受け、被害総額は約１０兆円に達した。 

平成 16 年 9 月 29 日（2004 年） 

（台風第 21 号） 

記録的な大雨となり、県内は昭和５７年以来の大災害となった。 

平成 19 年 4 月 15 日（2007 年） 

（三重県中部を震源とする地震） 

震度５強：亀山市、震度５弱：鈴鹿市・津市・伊賀市。 

平成 23 年 8 月 31 日（2011 年） 

（台風第 12 号） 

三重県南部を中心に長時間にわたって激しい雨が降ったため、県

内で土砂災害や浸水害が発生した。 

平成 24 年 9 月 30 日（2012 年） 

（台風第 17 号） 

三重県沿岸を北上したため、県内で大雨、強風となった。大雨や高

潮による被害が各地で発生した。 

平成 25 年 9 月 14 日（2013 年） 

（台風第 18 号） 

三重県沿岸を北上したため、県内では大雨による浸水害や土砂災

害、暴風による人的被害、竜巻によるとみられる住家被害が発生し

た。 

平成 29 年 10 月 21 日(2017 年) 

（台風第 21 号） 

 

 

超大型の強い勢力で静岡県御前崎市付近に上陸。三重県では２１

日から台風２１号や前線の影響により雨が降り２３日にかけて大

雨となった。伊勢市、玉城町を中心に７０６戸の床上浸水。 

町内の被害状況 

 〇家屋被害:床上浸水２７８戸(全壊３戸、半壊８８戸、 

部分損壊１８７戸) 

       床下浸水２５０戸 

  〇人的被害:重症者(骨折)２名 

       ※度会町内で玉城町民１名死亡 

  〇公共施設等の被害:道路      ５１箇所 

           河川      １０箇所 
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           農林施設   ２０１箇所 

           田丸城跡    ２４箇所 

           土砂崩れ     ８箇所 

平成 30 年 7 月豪雨（2018年） 

(台風第 7 号) 

西日本から東日本にかけて広い範囲で記録的な大雨となり、計１

１府県に大雨特別警報が発表され、西日本を中心に、河川の氾濫や

洪水、土砂災害が発生し、死者２６３名、行方不明者８名、負傷者

４８４名を出す大災害となった。 

平成 30 年 9 月 4 日（2018年） 

（台風第 21 号） 

非常に強い勢力で徳島県南部に上陸、非常に強い勢力を保ったま

ま神戸市付近に再上陸、三重県おいても記録的な暴風となり、町内

においても民家の屋根が破損するなどの被害が生じた。 

また、高潮により関西国際空港が浸水・停電し、関西国際空港連絡

橋に強風で流されたタンカーが衝突し連絡橋が中破、一時孤立し

た。 

令和元年 10 月 12 日（2019 年） 

(台風第 19 号) 

中心付近の気圧が９１５ｈｐａ、スーパー台風と位置づけられた

台風で、神奈川県に上陸後、日本列島にかつてない規模の水害をも

たらし、７県合わせて５９河川、９０か所以上の堤防が決壊し、特

に信濃川水系の千曲川左岸の長野市穂保地区では浸水深さ１０ｍ

以上という所もあり、新幹線基地も水没した。死者、行方不明者合

わせて９５名の大災害となった。 

（出典：県地域防災計画、玉城町史をもとに整理） 
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第３章 玉城町におけるリスクシナリオ（被害想定） 

被害想定 

第１ 風水害の想定 

 

本町において発生の懸念される災害は、台風及び集中豪雨による洪水・浸水、土砂災害、

ため池浸水等の風水害である。 

洪水・浸水については、宮川左岸に浸水想定区域があり、国により重要水防区域に指定さ

れている。また、平成２９年台風第２１号による浸水被害を受けて、町では外城田川沿いに

浸水想定区域を想定し、新たな洪水、浸水ハザードマップを作成した。 

町には、３１箇所のため池があり、すべてのため池について災害時浸水区域のハザードマ

ップを作成した。また、土砂災害危険個所としては、山腹崩壊危険個所が６箇所、急傾斜地

崩壊危険個所が５箇所指定されている。 

これらの災害想定個所については、資料編に記載している。 

 

第２ 地震の想定 

 

地震の場合について以下に被害想定を示す。これは、南海トラフを震源とするＭ８～９ク

ラスの地震が発生した場合の被害想定である。 

 

１ 被害想定調査の概要 

県は、平成２４～２５年度に大規模な被害を及ぼすと考えられる地震を想定し、その物的・

人的被害を予測し、各種データや想定結果を地域防災計画等に活用する目的で、被害想定調

査を行った。 

 

２ 想定地震 

被害想定調査では、プレート境界型地震及び内陸直下地震を想定している。 

プレート境界型地震については (1)過去最大クラスの南海トラフ地震、(2)理論上最大ク

ラスの南海トラフ地震の２つの地震モデルについて調査を実施している。 

内陸直下型地震については、県内に存在が確認されている活断層のうち、それぞれの地域

に深刻な被害をもたらすことが想定される３つの活断層（①養老－桑名－四日市断層帯、②

布引山地東縁断層帯（東部）、③頓宮断層）をとりあげている。 

 

３ 被害想定結果 

被害想定の結果は、ハザード予測（地震に伴う揺れの大きさや液状化の可能性、津波高や

津波浸水の状況など、地震や津波によって発現する可能性のある事象を予測すること）と、

リスク予測（死者や負傷者といった人的被害、揺れや津波による建物被害、避難生活等の生
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活支障など、ハザードによって引き起こされる可能性のある被害の量や様相を予測すること）

の２つで示されている。 

以下に、町もしくは伊勢志摩地域の被害想定結果を示す。 

 

※ 「冬・夕１８時」ケースを想定している。 

※ 内陸直下型地震については、町に最も大きな被害をもたらす「布引山地東縁断層帯（東

部）」について示している。 

 

■ハザード予測（災害で想定される事象）…町もしくは伊勢志摩地域の被害 

 プレート境界型地震 内陸直下型地震 

想定地震 
(1)過去最大クラスの

南海トラフ地震 

(2)理論上最大クラスの

南海トラフ地震 

布引山地東縁断層帯（東

部） 

町の震度予測 ６強 ７ ６弱 

液状化危険度 

新しい時代の堆積物が厚く堆積している伊勢平野

内の伊勢湾沿岸部に危険度が極めて高い範囲があ

る 

伊勢平野内の伊勢湾沿岸

部に、液状化危険度の極

めて高い範囲が広がって

いる 

 

■リスク予測（災害により引き起こされる被害）…町の被害 

 プレート境界型地震 内陸直下型地震 

想定地震 

(1)過去最大クラスの南

海トラフ地震 

（冬夕発災） 

(2)理論上最大クラスの

南海トラフ地震 

（冬夕発災） 

布引山地東縁断層帯（東

部） 

（冬夕発災） 

人的被害（死者、重傷

者、軽傷者数） 

約 20 人、30 人、200 人 約 200 人、300 人、 

500 人 

約 0 人、10 人、 

100 人 

建物被害 

（全壊・焼失） 

約 400 棟 

 

約 2,900 棟 約 100 棟 

 

避難者数 

１日後で約 1,100 人（う

ち避難所外約 400 人）、1

ヶ月後で約 5,600 人（う

ち避難所外約 3,900 人） 

1 日後で約 6,500 人（う

ち避難所外約 2,600人）、

１ヶ月後で約 12,000 人

（うち避難所外約 8,600

人） 

― 

帰宅困難者 2,700 人 ― 

停電件数 

直 後 で 8,300 軒 （ 約

89％）、１週間後で約 0 軒 

直後で 8,300 軒（約

89％）、１週間後で約 300

軒（約 3％） 

― 

上水道断水 
直後で約 16,000 人（約

100％）、１週間後で約

直後で約 16,000 人（約

100％）、１週間後で約

― 
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11,000 人（約 73％） 14,000 人（約 89％） 

下水道機能障害 

直後で約 15,000 人（約

100％）、１週間後で約

13,000 人（約 87％） 

直後で約 15,000 人（約

100％）、１週間後で約

13,400 人（約 89％） 

― 

固定電話不通 

直後で約 3,200 回線（約

89％）、１週間後で 0 回線 

直後で約 3,300 回線（約

90％）、１週間後で約 300

回線（約 9％） 

― 

携帯電話停波 

基地局率 

１日後 81％、１週間後

0％ 

１日後 82％、１週間後

9％ 

― 

 （出典：三重県被害想定結果 平成 26 年 3 月） 
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 第４章 最悪の事態に陥らせないため、玉城町を強靭化する上

での目標 

 

「第２章 玉城町におけるリスクシナリオ」で述べた、大規模自然災害が発生し、本町が未

曾有の被害を被った場合でも、以下に設定する「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」に

基づき事に臨む。なお、これらの目標は国土強靭化基本計画（平成２６年６月３日閣議決定）

における「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」に則して設定するものである。 

 

1） 基本目標 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られる 

Ⅱ 町及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

Ⅲ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ 迅速な復旧復興 

2） 事前に備えるべき目標 

Ⅰ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

Ⅱ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

  （それがなされない場合の必要な対応を含む） 

Ⅲ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

Ⅳ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

Ⅴ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能 

不全に陥らせない 

Ⅵ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上 

下水道、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

Ⅶ 制御不能な二次災害を発生させない 

Ⅷ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件 

を整備する  
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第５章 玉城町で想定される「起きてはならない最悪の事態」と

それをまねく脆弱ポイントについて 

 

 玉城町におけるリスクシナリオは、「第２章 玉城町におけるリスクシナリオ」で述べたとお

り、近い将来発生するおそれのある南海トラフ巨大地震等とそれらに伴う液状化、法面崩壊、

建物倒壊等及び異常気象による大雨・洪水等々により引き起こされる大規模災害により、玉城

町において各種の「起きてはならない最悪の事態」が発生すると考えられる。本項目では、現

時点で想定されるそれらの事態を検証する。  
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１ 玉城町で想定される「起きてはならない最悪の事態」 

基本目標 事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

Ⅰ 人命の保護が

最大限図られる 

 

Ⅱ 町及び地域の

重要な機能が致命

的な障害を受けず

維持される 

 

Ⅲ 町民の財産及

び公共施設に係る

被害の最小化 

 

Ⅳ 迅速な復旧復

興 

 

1 

大規模自然災害が発生した

ときでも人命の保護が最大

限図られる 

1-1 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生 

1-2 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-4 

大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり町土

の脆弱性が高まる事態 

1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

2 

大規模自然災害発生直後か

ら救助・救急、医療活動等が

迅速に行われる （それがな

されない場合の必要な対応

を含む。） 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-4 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

2-5 

想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者（観光客を含む）への水・食料等の供給

不足 

2-6 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻

痺 

2-7 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 

大規模自然災害発生直後か

ら必要不可欠な行政機能は

確保する 

3-1 被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化 

3-2 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

3-3 町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 

大規模自然災害発生直後か

ら必要不可欠な情報通信機

能は確保する 

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

4-2 災害情報が必要な者に伝達できない事態 

5 

大規模自然災害発生後であ

っても、経済活動（サプライ

チェー ンを含む）を機能不

全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

5-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 

5-3 基幹的交通ネットワークの機能停止 

5-4 食料等の安定供給の停滞 

6 

大規模自然災害発生後であ

っても、生活・経済活動に必

要最低限の電気、ガス、上下

水道、交通ネットワーク等を

確保するとともに、これらの

早期復旧を図る 

6-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガス、サプライチェ

ーンの機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

7 

制御不能な二次災害を発生

させない 

7-1 市街地での大規模火災の発生 

7-2 沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

7-3 ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 
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7-4 有害物質の拡散・流出 

7-5 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

7-6 風評被害等による県内経済等への甚大な影響 

8 

大規模自然災害発生後であ

っても、地域社会・経済が迅

速に再建・回復できる条件を

整備する 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-2 

道路啓開等の復旧を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精

通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-4 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-5 

広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大

幅に遅れる事態 

※大規模自然災害とは、南海トラフ巨大地震等とそれらに伴う大津波災害及び大雨・洪水による災害 

 

２ 想定するリスク  

 

   町民生活や本町の経済に甚大な影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のほかにも大規模

事故やテロ、Ｎ・Ｂ・Ｃ災害等も含めたあらゆるものが想定されますが、国の国土強靭化基本

計画や三重県国土強靭化地域計画では、首都直下型地震や南海トラフ地震等が遠くない将来に

発生すると危惧されていること、また、大規模自然災害の発生は広範囲に甚大な被害をもたら

すことから、大規模自然災害を対象リスクとしています。そこで、本計画においても大規模自

然災害を対象リスクとするとともに、本町における自然的条件や過去に発生した災害等を考慮

し、今後発生するおそれが高い以下の災害を想定した上で、取組を進めます。  

・地震による災害  

・台風による災害  

・集中豪雨等の異常降雨による災害  

・がけ崩れ、土石流、地滑りによる災害  

・大規模火災 

 

３ 基本目標と基本方針  

 

⑴  基本目標  

   これまで示してきた玉城町の現状及び想定されるリスクを踏まえ、本計画における基本目 

標を設定しますが、国土強靭化基本計画では、 

・人命の保護が最大限図られること  

    ・国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

・国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化  

・迅速な復旧復興を４つの「基本目標」として掲げ、国土強靭化を推進すること 

また、国土強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、この基本目標をより具 

体化し国土強靭化基本法に定める脆弱性評価を実施するに当たり、  
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 ・直接死を最大限防ぐ  

 ・救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康 ・避難生活環境を確

実に確保する  

    ・必要不可欠な行政機能は確保する  

 ・必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する  

    ・経済活動を機能不全に陥らせない  

    ・ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、

早期に復旧させる  

    ・制御不能な複合災害・二次災害を発生させない  

    ・社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

を８つの「事前に備えるべき目標」としています。  

     三重県国土強靭化地域計画においても、この４つの「基本目標」と８つの「事前に備える

べき目標」に沿って設定していますので、本計画においても整合性を図るため以下のとおり

目標を設定します。 

【基本目標】  

   ・人命の保護が最大限に図られること  

    ・町及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること  

  ・町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること 

・迅速な復旧復興に資すること   

【事前に備えるべき目標】  

   ・大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限に図られる 

   ・大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

（それがなされない場合の必要な対応を含む）  

  ・大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する  

  ・大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する  

  ・大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全に 

陥らせない  

  ・大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水 

道、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る  

   ・制御不能な二次災害を発生させない 

  ・大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整 

備する 

（2） 基本方針  

     前項で設定した基本目標及び事前に備えるべき目標を目指して本町における国土強靭化を

推進するに当たり、その基本的な方針を国の国土強靭化基本計画に準じ、以下のとおり定め

ます。  

  （国土強靱化の取組姿勢）  

    ・地域の強靱性を損なう本質的原因を、あらゆる側面から分析して取り組みに当たる  



18 

 

・長期的な視野を持ち、計画的な取り組みに当たる 

・地域間の連携を強化するとともに、災害に強い地域づくりを進めることにより、地域の活 

力を高める  

・地域経済が有する潜在力、回復力、適応力等を強化する  

・制度・規制の適正な在り方を見据えながら取り組む   

   (適切な施策の組合せ)  

    ・ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する  

    ・「自助」・「共助」・「公助」を適切に組み合わせ、国、県、本町、町民、事業者、関係団体 

等が役割分担して適切に取り組む  

    ・非常時のみ防災・減災等の効果を発揮する対策ではなく、平常時にも利活用できる対策と 

なるよう工夫する 

（効率的な施策の推進） 

  ・人口減少や気候変動、社会資本の老朽化等といった変化を踏まえるとともに、予算の効率 

的な配分による施策の持続的な実施のため、施策の重点化を図る  

    ・既存の社会資本を有効活用することで経費を縮減し、効率的に施策を推進する 

   ・限られた予算を最大限に活用するため、民間資金の活用を図る  

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理を行う  

    ・人命保護の観点から、関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用を促進する  

    ・新しい技術やサービスの導入を検討し、効率的かつ効果的に施策を推進する  

  （地域の特性に応じた施策の推進）  

    ・コミュニティ機能を向上するとともに、国土強靱化を推進する担い手が適切に活動できる 

環境整備に努める  

・女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に十分配慮して施策を講じる  

 ・環境との調和や景観の維持に配慮するとともに、自然との共生を図る 
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第６章 脆弱性の評価 

 

１ 起きてはならない最悪の事態  

   国土強靭化基本法では、国土強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規

模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うことが必要とされており、その評価は起きてはなら

ない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うとされていま

す。このため国土強靭化基本計画では、８つの「事前に備えるべき目標」を達成するに当たり

妨げになる事態として、４５項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定し、脆弱性評価を

行っています。  

  また、ガイドラインでは、国の国土強靭化基本計画や都道府県の地域計画を参考に、維持や

早期回復が必要な重要機能を念頭に置き、地域の特性を踏まえて「起きてはならない最悪の事

態」を設定するとしています。  

   本計画においても、国の国土強靭化基本計画と三重県国土強靭化地域計画に定める「起きて

はならない最悪の事態」を参考に、本町の地域特性等を踏まえた結果、次のとおり３６項目の

「起きてはならない最悪の事態」を設定します。 

 

２ 評価の方法と施策分野  

   前項で設定した３６項目の「起きてはならない最悪の事態」に基づき、本町が抱える脆弱性

（大規模自然災害に対する地域の弱点）を分析・評価します。  

   その方法は、本町の様々な施策からそれぞれの「起きてはならない最悪の事態」の発生に関

連する施策を抽出し、これらの施策に不足する点や進捗の遅れがないかを分析し、評価を行い

ます。  

   こうして本町の弱点を洗い出す作業が脆弱性評価であり、明らかになった問題点を改善する

施策に取り組むことで、地域の強靭化を推進します。  

 なお、脆弱性評価の各項目には、国の国土強靭化基本計画に定める１２分野を参考に、本町

の組織構成も踏まえて以下のとおり４つの施策分野を設定し、記載しています。  

 

【両計画における施策分野の対応】  

国土強靭化基本計画 玉城町国土強靭化 

地域計画 

国土強靭化基本計画 玉城町国土強靭化 

地域計画 

行政機能／警察・消

防等／防災教育等 

行政分野 保健医療・福祉 医療保健分野 

住宅・都市 都市基盤分野 エネルギー 産業分野 

交通・物流 金融 

国土保全 情報通信 

環境 産業構造 

土地利用 農林水産 
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第７章 対応方策の検討 

 

１ 対応方策の検討方法  

  前章で実施した脆弱性評価の結果に基づき、「起きてはならない最悪の事態」の回避又は被害 

低減につながり、本町の強靭化に必要となる対応方策を検討します。  

  なお、対応方策の内容によっては、本町以外の取組主体（国、県、事業者等）が実施する施策 

や、これらと連携して実施するものも含まれており、国、県、本町、町民、事業者等の対応方策

推進における役割分担を明確にするため、対応方策の各項目名には取組主体を記載します。 

 

２ 対応方策の重点化  

 少子高齢化を伴う人口減少の進展により町税の減収が見込まれる一方、社会保障関連経費や

インフラ資産の老朽化対策経費等は増加が見込まれます。  

  こうした厳しい財政状況の中で本町における国土強靭化施策を持続的に実施していくには、

予算の効率的な配分が不可欠となります。  

  また、脆弱性を調査・分析した結果から導き出した対応方策は多岐にわたっており、限られた

予算の中でその全てに着手することは現実的ではありません。  

  国土強靭化基本法では、第８条の基本方針で「財政資金の効率的な使用による施策の持続的な

実施に配慮して、その重点化を図る」と定めており、本計画においても同様の基本方針を定めて

います。  

  そこで、本町の国土強靭化を着実かつ速やかに推進するためにも、「選択と集中」の見地に立

ち、「起きてはならない最悪の事態」が回避できなかった場合の影響の大きさや重要性、緊急性、

施策の進捗状況や平常時の利活用等を考慮し、対応方策の重点化を行います。  

 

 

第８章 脆弱性の評価結果と現在の取り組み状況及び対応方策の

検討結果 

 

事前に備えるべき目標その 1 

～大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる～ 

 

1-1） 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生 

 

a. 脆弱ポイントの具体的内容 

○ 玉城町は城下町であり、役場を中心とする田丸市街地においては、住宅家屋が密集し 

ており、また狭隘な道路が多数存在する。建物倒壊や火災が起これば延焼は免れず避 
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難施設への避難経路の迂回が余儀なくされるおそれがある。 総防 

◎ 郊外から町中心部への経路は、準用河川外城田川に架かる橋梁を通過する必要があ 

る。該当する橋梁１１橋は、一部の橋梁で落橋防止対策はしているが、耐震診断され 

ておらず落橋や倒壊のおそれがある。 建設 

○ 緊急輸送路である町道田丸土羽線は、狭隘区間が多く存在し家屋や法面、ブロック塀

等の倒壊等により通行できなくなるおそれがある。また、迂回を行うにも役場までの

経路はそのような狭隘区間を経由する必要があり、物資輸送が著しく困難となるおそ

れがある。 総防 

◎ 住宅・建築物の耐震化〈都市基盤〉  

耐震基準を満たさない住宅・建築物の倒壊により、多数の死傷者が発生するおそれ 

がある。 建設  

◎ 宅地の耐震化〈都市基盤〉  

地震時に大規模盛土造成地の滑動崩落が生じ、造成宅地における崖崩れ等により多数 

の死傷者が発生するおそれがある。 建設 

◎ 工作物等の倒壊・落下防止〈都市基盤〉  

沿道のブロック塀倒壊や窓ガラス、屋外広告板等の落下により、死傷者が発生するお 

それがある。 建設 

◎ 地域災害対応力の強化〈行政〉  

自治区、事業所等での初期救助及び応急手当が実施されないことにより、多数の負傷 

者の状態が悪化または死亡するおそれがある。 総防  

◎ 各家庭や事業所における家具転倒防止対策がされておらず、死傷者が発生するおそ 

れがある。 総防  

○ 常備消防の救助体制の強化〈行政〉  

初動時には、消防勢力の劣勢と情報不足など、十分な救助活動ができないことによ 

り、多数の負傷者を救助できないおそれがある。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の救助体制の強化〈行政〉  

救助資機材等の不足により、多数の負傷者を救助できないおそれがある。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の人員確保〈行政〉  

消防団員の不足等により、多数の災害現場での災害活動ができないおそれがある。 

総防 

◎ 社会福祉施設の耐災性強化〈医療保健〉  

老朽化した社会福祉施設の倒壊により、多数の死傷者が発生するおそれがある。保福 

◎ 学校施設における非構造部材の耐震対策〈都市基盤〉  

非構造部材の落下・転倒・飛散により、死傷者が発生するおそれがある。 教育 

○ 学校施設における工作物等の倒壊防止〈都市基盤〉  

ブロック塀等の倒壊により、避難経路の閉塞や死傷者が発生するおそれがある。教育 
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b. 現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 消防水利の充実強化を図っている。 

また、消火栓・防火水槽を設置する自治区に補助金を交付している。 総防 

◎ 主要橋梁について、耐震診断を実施し、耐震補強及び落橋防止等の対策を継続して行って

いく。  

準用河川外城田川に架かる橋梁全１１橋梁の内、４橋梁の落橋防止等の耐震化を実施 

している。建設 

○ 避難経路の歩道に点字ブロックを設置し、視覚障害者の避難経路を確保する。建設  

◎ 耐震基準を満たしていない建築物について、耐震診断を実施する。また、構造評点 

０．７未満の建屋については、耐震工事および除却工事の補助金を交付している。 

建設 

◎ 住宅・建築物の耐震化【町・町民・事業者】  

玉城町建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震基準を満たさない建築物に対し災害に 

強いまちづくりを進めるため、補助金制度を活用し住宅・建築物安全ストック形成事 

業を推進する。建設  

○  特定既存耐震不適格建築物等については、必要に応じて指導・助言や、指示・立入 

調査等の適切な措置を講じることで耐震化を促進する。 建設  

○  老朽化が著しい公共施設等については、居住者や近隣住民の生命の安全を確保する

ため建物の定期的な点検を行うとともに、長期的・計画的な視点で適正な維持管理に

必要な修繕等や危険な建物等の除却等を行う。 建設 

◎ 宅地の耐震化【町・町民・事業者】  

大規模盛土造成地を抽出し、滑動崩落のおそれがあるかどうかを調査し、そのおそ 

れがあると判断される場合は、予防対策を検討し実施する。 建設 

◎ 工作物等の倒落下防止【町・町民・事業者】  

壊・公道に面した既存ブロック塀の撤去及び撤去後のフェンス等への改修や生け垣化 

を行う場合の補助金制度を啓発し活用を促すことで、住宅・建築物安全ストック形成 

事業を推進し、安全対策を進める。 建設 

○ 窓ガラスや屋外広告板の飛散・落下による被害や、自動販売機等の転倒防止について

啓発を進める。 総防 

◎ 地域災害対応力の強化【町・町民・事業者】 総防 

共助による地域の災害対応力を強化するため、自治区、事業者等が行う初期消火、応 

急手当等の訓練の支援・指導を行う。 総防 

◎ 家具等の転倒・落下・滑動防止対策の普及啓発を積極的に行い、助成制度等の活用を

促すなど効果的な対策を進める。  総防 

○ 常備消防の救助体制の強化【町】 

   常備消防の体制は、伊勢市消防署玉城出張所（水槽付消防ポンプ車、救急車各１台） 

   のみで、大規模災害時には、伊勢市消防本部からの増援は望めないため、平素から玉 

     城町消防団、自衛消防団、自主防災組織との合同訓練を実施し、救助体制の連携強化 
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を図る。 

     また、大規模災害時には、緊急消防援助隊などの早期要請や受援計画（消防隊）の 

整備を図る。総防 

◎ 非常備消防（消防団）の救助体制の強化【町】  

大規模倒壊建物等から安全かつ速やかに救助するため、消防団における救助資機材及 

び救助資機材搭載可能な車両を配備するとともに、消防団車両等の計画的な更新と適 

切な維持管理を行う。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の人員確保【町】  

災害時の人員を確保するため、消防団員の入団促進を図るとともに、スキルアップの 

ための訓練を実施する。また、自治区や自主防災組織への訓練も実施する。 総防 

◎ 社会福祉施設の耐災性強化【町・事業者】  

高齢者関係施設、障がい福祉関係施設並びに保育所及び認定こども園等の社会福祉施 

設について、老朽化対策等を進め、施設利用者の安全・安心を確保する。 保福 

◎ 学校施設における非構造部材の耐震対策【町】 

学校施設の非構造部材の耐震点検及び耐震対策を早期に進める。 教育 

○ 学校施設における工作物等の倒壊防止【町】  

ブロック塀や工作物等の点検・改修等を行い、倒壊時の避難経路確保や安全対策を進 

める。 教育 

 

C. 指標（現状値） 

・防火水槽設置 Ｒ元年現在 １４９基 うち耐震化 ２２基 

         Ｒ元年までの過去５年 消火栓・防火水槽設置補助 ３件 総防 

・主要橋梁について、耐震補強及び落橋防止等の対策を継続して行っていく。 

準用河川外城田川に架かる橋梁全１１橋梁の内、４橋梁について落橋防止対策を実 

施している。  

主要橋梁 橋長 L=15ｍ以上 １１橋梁 建設 

・避難経路の歩道に点字ブロックを設置し、視覚障害者の避難経路を確保する。 

管理歩道延長 全２．９ｋｍ 保福 建設 

・ブロック塀撤去について補助金を交付している。 

Ｒ元年現在 １０件（撤去実施） 建設 

・耐震基準を満たしていない建築物について、耐震診断を推進し実施している。また、 

構造評点０．７未満の建屋については、耐震工事および除却工事の補助金を交付して 

いる。 

Ｒ元年度現在 １４件（耐震診断実施）※元年度のみの数値。 Ｈ１５～は３１１ 

件 

Ｒ元年度現在 １件（耐震補強補助金交付）※Ｈ１５～は１３件 

Ｒ元年度現在 ４件（除却工事補助金交付）※Ｈ１５～は６件 建設 
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1-2） 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

 

a. 脆弱ポイントの具体的内容 

○ 玉城町は「地震時に著しく危険な密集市街地」には指定されていないが、住宅が密集

している地域もあることから、建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地

の火災の発生により死傷者が発生するおそれがある。 総防 

◎ 町内住宅密集地において、幅員の狭い道路沿いの住宅や電柱などの構造的倒壊によ 

り道路を閉鎖するおそれがある。 建設 

○ 町内の代表的な住宅密集地は田丸市街地である。また、近年空き家が多数みられ、中

には適正な管理がなされていないものがあり、想定される災害に見舞われた場合、倒

壊の危険性または、火災発生時の初期消火ができないおそれがある。 建設 

○ 田丸中心部においては、住宅が密集しており、比較的狭い土地に密集して建設され、

道路も狭いことから、火災発生時に延焼火災の発生や、多数の死傷者が発生するおそ

れがある。 総防 建設 

○ 町内には、役場庁舎をはじめとする公共施設（各学校、保育所、保健福祉会館、中央

公民館、各地区公民館等）が存在しており、不特定多数の人が利用している。それら

施設においては、老朽化により耐震基準を満たしていない建物も存在しており、地震

時には倒壊のおそれがある。 総防、保福、教育、産振 

◎ 防火対象物の防火・防災管理体制の強化〈行政〉  

防火対象物の火災による延焼拡大や逃げ遅れ等により、多数の死傷者が発生するおそ 

れがある。 総防 

◎ 耐震性防火水槽の整備〈行政〉  

消防水利が不足し火災が延焼拡大することにより、多数の死傷者が発生するおそれが 

ある。 総防 

○ 常備消防の消火体制の強化〈行政〉  

初動時には、消防勢力の劣勢と情報不足など、十分な消火活動ができないことによ 

り、大規模火災が更に延焼拡大し、多数の死傷者が発生するおそれがある。総防 

◎ 非常備消防（消防団）の消火体制の強化〈行政〉  

消火資機材等の不足で大規模火災が更に延焼拡大することにより、甚大な被害や、多 

数の死傷者が発生するおそれがある。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の連携強化〈行政〉  

他分団や常備消防との連携が図れず延焼が拡大することにより、甚大な被害や、多数 

の死傷者が発生するおそれがある。 総防 

○ 避難誘導体制の確保〈行政〉  

避難場所や避難経路等に関する知識が不足し避難活動が低下することで、被害が拡大 

するおそれがある。 総防  

○ 避難場所等の整備〈行政〉  

避難を行うスペースがなく、延焼火災により被害が拡大するおそれがある。 総防   
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◎ 狭隘道路の拡幅整備〈都市基盤〉  

道幅の狭い道路は、建築物等の倒壊により避難、消火・救助活動に支障をきたし、二 

次災害や交通麻痺が発生するおそれがある。 建設 総防  

○ 密集市街地の改善〈都市基盤〉  

延焼火災の発生や、緊急車両の通行に支障が出て、多数の死傷者が発生するおそれが 

ある。 建設  

○ 高齢者関係施設等へのスプリンクラー設備等の整備〈医療保健〉  

高齢者関係施設等における火災の発生により、多数の死傷者が発生するおそれがあ 

る。 保福 総防 

 

b. 現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 町営住宅（旧建築基準）の耐震診断を実施し、地震による倒壊対策としている。建設 

◎ 町内消防団員の人員、資機材整備充実を計画的に実施するほか、町内各自治区におけ

る自主防災組織の設立を推奨し、地域防災力の向上を図る。総防 

◎ 空き家対策として、平成２９年度には、「空家等実態調査」、平成３０年度には「空家 

所有者等意向調査」、「空家等対策推進協議会」の設置、令和元年度には「空家等対策 

計画」を策定し、空き家問題の対策を講じている。 建設 

◎ 防火対象物の防火・防災管理体制の強化【町・事業者】  

防火対象物に対する立入検査を実施し、大規模自然災害時における防火・防災管理体 

制の強化について指導する。 総防  

◎ 耐震性防火水槽の整備【町】  

地震により消火栓等が損傷し消防水利が使用できない場合に備え、耐震性防火水槽を 

計画的に整備する。 総防  

○ 常備消防の消火体制の強化【町】 

   常備消防の体制は、伊勢市消防署玉城出張所（水槽付消防ポンプ車、救急車各１台） 

のみで、大規模災害時には、伊勢市消防本部からの増援は望めないため、平素から常 

備消防と玉城町消防団、自衛消防団、自主防災組織との連携した合同訓練を実施し、 

消火体制の連携強化を図る。また、大規模災害時には、同時多発火災や大規模延焼拡 

大火災に進展するなど消防力が劣勢となるため、緊急消防援助隊などの早期要請や受 

援計画（消防隊）の整備を図る。  

大規模火災に対応するため、消防隊における消火資機材や大規模火災現場での活動調 

整及び後方支援等を行える大型消防車等の導入を伊勢市消防本部と連携して進める。 

総防  

◎ 非常備消防（消防団）の消火体制の強化【町】  

大規模火災に対応するため、消防団における消火資機材等を配備するとともに、消防 

団車両等の計画的な更新と適切な維持管理を行う。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の連携強化【町】  

火災を早期鎮圧・鎮火するため、他分団や常備消防との消火訓練により連携強化を図 



26 

 

る。 総防  

○ 避難誘導体制の確保【町・事業者】  

町民や事業者に対する啓発活動を通じ、火災の発生に伴う危険箇所等を把握し、住民 

等の安全な避難誘導が行えるような体制づくりを行う。  

公共施設の施設管理者として、施設利用者の安全な避難誘導が行えるように防火管理 

体制を徹底する。  総防 保福 産振 病老 教育 

○ 避難場所等の整備【町】  

公園等を活用した一時避難場所の確保を行う。 総防 

◎ 狭隘道路の拡幅整備【町・町民】  

災害に強いまちづくり及び緊急車両が通行可能な住環境の形成を図るため、道路拡幅 

用地に係る測量・分筆及びブロック塀の除却等に要する費用の一部を助成し、狭隘道 

路整備等促進事業を推進する。 建設  

○ 高齢者関係施設等へのスプリンクラー設備等の整備【町・事業者】  

高齢者関係施設等において、初期消火により延焼を防止するため、スプリンクラー設 

備等の設置を促進し、施設利用者の安全・安心を確保する。 総防、保福 

 

c. 指標（現状値） 

・耐震診断実施件数 ４４件（令和元年度までの過去５年間）構造評点０．７未満は４ 

３件で、耐震改修及び補強設計、除却工事を実施した件数は、１１件（令和元年度ま 

での過去５年間） 建設 

・消防団の条例定数充足率：９０．０％ Ｒ元年 総防 

・町内自主防災組織整備率：２０．３％ Ｒ元年 総防 

 

1-3） 異常気象等による広域的かつ長期的な市街地等の浸水 

 

a. 脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 近年、森林の保水機能の低下や水田の宅地化、畑への転作による利水（ため池など） 

の減少により、ますます洪水のおそれがある。産振 

○ 既存の上水道水源地の取水施設は、１級河川宮川の堤下に設置されており、河川の氾

濫や護岸の崩壊等に見舞われた場合、取水施設の機能不全や配管等が破損し飲料水の

供給が困難になるおそれがある。 上下水 

◎ 洪水対応力の強化〈行政〉  

洪水発生時の避難場所・経路や浸水予測地を知らないために、被害が拡大するおそれ 

がある。総防 保福 教育  

◎ 総合的な治水対策の推進〈都市基盤〉  

過去の豪雨での浸水区域にて、再び重大な被害が発生するおそれがある。  

総防 建設 

○ 排水施設の機能確保〈都市基盤〉  
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排水路・外堀等の能力不足により、被害が拡大するおそれがある。建設 総防 産振 

◎ 災害時の機能強化〈行政〉  

内水氾濫及び洪水発生時において災害用資機材が整備されていないため、迅速な対応 

が取れないおそれがある。 総防  

○ 応急対応訓練の実施〈行政〉  

仮設排水施設等の取扱いに不慣れなため応急対応が遅れ、被害が拡大するおそれがあ 

る。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の水害対応力の強化〈行政〉  

消防団員の不足等により、河川の堤防決壊等による被害が拡大するとともに、資機材 

の不足により、浸水で孤立した負傷者等を救助できないおそれがある。 総防  

◎ 河川管理体制の強化〈都市基盤〉（再掲）  

河川の堤防決壊等により、多数の死傷者が発生するおそれがある。建設 

◎ 一級河川宮川の堤下に位置する山岡水源地施設が河川の氾濫、破堤により、浸水等に 

より機能不全に陥るおそれがある。上下水 

 

b. 現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 河川、排水路等の改修による排水機能強化を計画的に実施している。 建設 

○ 宮川の治水機能を担う宮川ダム、三瀬谷ダムとの大雨時の放流情報を共有している。

建設 総防 

◎ 浸水しやすい箇所には事前対策として土嚢積などを実施する。建設 総防 

○ 町防災行政無線、エリアメールなどを用いた大雨情報、避難準備情報・勧告等の迅速 

な情報提供を行っている。玉城町ハザードマップ（洪水、土砂災害）の有効活用と町 

ホームぺージ掲載により、住民への啓発に取組んでいる。総防 

○ 飲料水確保については、既存施設が被災により機能不全に陥った場合も含め、不測の

事態にも対応できるよう新たな水源地の確保なども検討している。 上下水 

◎ 洪水対応力の強化【町・町民・事業者】  

浸水想定区域や指定避難所等の場所、災害への心構え等を記載した洪水浸水ハザード 

マップを作成・配布し、住民が地域の災害特性を把握するとともに、迅速かつ円滑な 

避難につながるよう啓発を進める。 総防 

◎ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難計画の作成や避難訓練の実施を促進 

する。 総防 

○ 開発行為における雨水流出抑制施設の設置により、雨水流出量を抑制する。 建設 

◎ 市街地等の長期的な浸水を防ぐため、排水施設を整備・長寿命化する。 建設 

◎ 市街地にある受益地がない農業用ため池を廃止、又は洪水調整池に転用する。産振  

◎ 災害時の機能強化【町】  

速やかに災害対応を行うため、排水ポンプ車等災害用資機材整備を進める。 総防 

○ 応急対応訓練の実施【町】  

国や民間の排水ポンプ車等派遣を想定した訓練を実施する。 総防 
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◎ 非常備消防（消防団）の水害対応力の強化【町】  

災害時の人員を確保するため、消防団員の入団促進を図るとともに、河川の堤防決壊 

等に備え、水防資機材の整備及び救助資機材を配備し水害対応訓練を行う。  総防 

◎ 河川管理体制の強化【国・県・町】 

河川整備計画に基づき、国・県及び関係機関と協力して河川改修や堆積土砂の撤去、 

堤防・護岸等の河川構造物の改修等の整備を推進する。 

また、準用河川や普通河川に関しては、緊急自然災害防止対策事業債や緊急浚渫推進 

事業費等を活用し、河川の整備や維持保全を進める。 建設 

◎ 上水道施設である山岡水源地及び管理事務所において、国土交通省が示す洪水ハザー

ドマップにより 1.0ｍから 3.0ｍの浸水区域であることから浸水対策を講じた施設に整

備する必要がある。 上下水 

 

c. 指標 

なし 

 

1-4） 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり町土の脆弱

性が高まる事態 

 

a. 脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 土砂災害対応力の強化〈行政〉  

土砂災害危険箇所や土砂災害発生時の避難場所を知らないために、被害が拡大するお 

それがある。  総防 

◎ 急傾斜地崩壊対策事業等の推進〈都市基盤〉  

地震や集中豪雨等により発生する土石流やがけ崩れにより、多数の死傷者が発生する 

おそれがある。近年、森林の保水機能の低下や水田の宅地化、畑への転作による貯水 

能力の減少により、ますます洪水のおそれがある。総防 建設 産振 

 

ｂ.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 土砂災害対応力の強化【県・町・町民・事業者】  

県が指定する土砂災害警戒区域を基に、土砂災害警戒区域や指定避難所等の場所、災 

害への心構え等を記載した土砂災害ハザードマップを作成・配布し、住民が地域の災 

害特性を把握するとともに、迅速かつ円滑な避難につながるよう啓発を進める。 

建設 総防 

◎ 住民等が土砂災害から緊急かつ一時的な避難や、長期間の避難生活を行う避難場所 

の確保を進める。 総防 

◎ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難計画の作成や避難訓練の実施 

を促進する。 総防 

○ 山間部観光地における多言語対応の案内看板設置等、観光客の避難誘導体制を整備す 
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る。 産振 総防   

◎ 急傾斜地崩壊対策事業等の推進【県】  

標識の設置を始めとした急傾斜地対策、地すべり対策を進める。 建設   

 

ｃ．指標 

なし 

  

1-5） 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 災害対策本部における情報収集・発信手段の確保〈行政〉  

電力・通信網の遮断により被害情報等の把握や避難情報等の発信ができず、被害が拡 

大するおそれがある。 総防  

○ 町民等における情報収集・発信手段の確保〈行政〉  

電力・通信網の遮断により避難情報等の収集や救助要請ができず、被害が拡大するお 

それがある。 総防  

◎ 河川等の水位情報を活用した警戒避難体制の整備〈都市基盤〉  

河川や水路等の水位をリアルタイムで把握できないと、排水施設の効率的な管理やき 

め細かな警戒避難判断ができず、被害が拡大するおそれがある。 建設 総防 

◎ 社会福祉施設における避難体制の整備〈医療保健〉  

被害を受けやすい状況にある高齢者、障がい者及び子ども等の避難が遅れ、被害が拡 

大するおそれがある。 保福 

○ 消防本部における情報収集・発信手段の確保〈行政〉  

通信網の遮断により被害情報等の把握や情報共有等ができず、被害が拡大するおそれ 

がある。総防  

◎ 観光客への情報伝達・帰宅支援体制の整備〈産業〉  

観光客は地理的に不慣れなため、適切な情報伝達が行われないと多数の死傷者が発生 

、もしくは大量の帰宅困難者となるおそれがある。 総防 産振 教育 

○ 町内の企業の通勤者に適切な情報が伝達されないと帰宅困難者が発生するおそれが 

      ある。     産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 災害対策本部における情報収集・発信手段の確保【町】  

行政機関、医療機関及び教育機関等との連絡体制を確保するため、整備済の移動系防 

災行政無線等の維持管理を行う。  

防災拠点への非常用電源整備や、複数の情報収集・発信手段の確保を進める。 総防 

○ 町民等における情報収集・発信手段の確保【町・町民】  

町民等への複数の情報発信手段の確保を進めるほか、各種情報収集・発信手段の啓発 
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活動を行う。  

町民等は、同報系防災行政無線のほか、これを補完する各種情報収集・発信手段の利 

活用に努める。  総防 

◎ 河川の水位情報を活用した警戒避難体制の整備【町】  

主要な河川や水路等の水位や流量情報等を把握できるように、監視カメラの設置や施 

設の改良を検討し実施する。 建設 

◎ 社会福祉施設における避難体制の整備【町・事業者】  

高齢者関係施設、障がい福祉関係施設並びに保育所及び認定こども園等の社会福祉施 

設において、各施設に応じた避難計画を策定するとともに、定期的な避難訓練を行 

い、迅速な避難行動ができる体制を整備する。 保福 総防 

○ 消防本部における情報収集・発信手段の確保【町】 

消防本部と連携し、高機能消防指令センター、消防救急デジタル無線、高所監視カメ 

ラ、衛星通信機器、Ｊ－アラート及び防災行政無線等の複数の情報収集・発信手段を 

確保するほか、各種機器の耐用年数等を考慮し、計画的な更新と維持管理を行う。 

総防 

◎ 観光客への情報伝達・帰宅支援体制の整備【町事業者】  

放送設備の整備や多言語対応の案内看板設置等により、観光客への情報伝達体制及び 

帰宅支援体制を整備する。 産振 教育 

○ 町内企業との情報伝達・帰宅支援体制の整備【町・事業者】 

放送設備の整備により、町内企業との情報伝達体制及び帰宅支援体制を整備する。 

総防 産振  

 

c.指標 

なし 

 

事前に備えるべき目標その２ 

～大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それがなされない

場合の必要な対応を含む）～ 

2-1） 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 応急給水体制の確保〈行政〉 上下水  

○ 浄水場や水道管等に被害が生じることで、水道水の供給が長期間停止するおそれがあ

る。  上下水 

◎ 食料・保存水等の備蓄〈行政〉  

食料・保存水・生活必需品等の備蓄品等が不足するおそれがある。総防 

◎ 陸路輸送ルートの確保〈都市基盤〉  

道路や橋梁等の被災により、人員や物資の広域的な輸送が長期間停止するおそれがあ 
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る。 総防 建設 

○ 物資供給体制の確保〈行政〉  

緊急物資等の集中による混乱や地域交通網の遮断により物資供給が長期間停止するお 

それがある。総防 産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 応急給水体制の確保【町・町民・事業者】  

給水基地（配水池等）及び応急給水拠点（指定避難所等）の整備、応急資機材の備蓄 

を進める。 上下水 総防 

○ 災害時応援協定に基づく生活用水・消防用水の提供や、災害時協力井戸登録件数の更

なる増加を推進し、生活用水の確保を図る。 総防  

◎ 食料・保存水等の備蓄【町・町民・事業者】  

食料・保存水・生活必需品等を計画的に備蓄するとともに、家庭・事業所等における 

備蓄が促進するよう啓発を図る。 総防 

◎ 陸路輸送ルートの確保【国・県・町】  

緊急輸送道路や主要な道路、迂回路となる道路の維持修繕、道路附属物や橋梁の点 

検、修繕及び耐震化等を推進するとともに、災害時における迂回路の確保等、有効に 

機能する道路ネットワーク整備を推進する。災害時の物資輸送や避難・救助・医療活 

動の重要なルートである緊急輸送道路には国道や県道も多く、他市町とも連携して整 

備促進を要望する。建設  

【該当事業：田丸宮古線道路改良事業 事業費 329 百万円 事業期間令和 3年度～ 

令和 8年度】 

○ 物資供給体制の確保【県・町・事業者】  

玉城町災害時受援計画に基づき、広域輸送拠点での受入体制の確保や、広域輸送拠点 

から各指定避難所等への輸送体制を確保する。小売事業者や運送事業者等との災害時 

応援協定を締結し、緊急時の物資供給・輸送体制を確保する。 総防 

 

c.指標 

なし 

 

2-2） 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 陸路輸送ルートの確保〈都市基盤〉（再掲）  

道路や橋梁等の被災により、人員や物資の地域内の輸送が長期間停止するおそれがあ 

る。 建設 総防 産振 

◎ 食料・保存水等の備蓄〈行政〉（再掲）  

食料・保存水・生活必需品等の備蓄品等が不足するおそれがある。 総防 産振 



32 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 陸路輸送ルートの確保【国・県・町】（再掲）  

緊急輸送道路や主要な道路、迂回路となる道路の維持修繕、道路附属物や橋梁の点 

検、修繕及び耐震化等を推進するとともに、災害時における迂回路の確保等、有効に 

機能する道路ネットワーク整備を推進する。 災害時の物資輸送や避難・救助・医療 

活動の重要なルートである緊急輸送道路には国道や県道も多く、他市町とも連携して 

整備促進を要望する。  建設 

◎ 食料・保存水等の備蓄【町・町民・事業者】（再掲）  

食料・保存水・生活必需品等を計画的に備蓄するとともに、家庭・事業所等における 

備蓄が促進するよう啓発を図る。 総防 

 

ｃ.指標 

なし 

 

2-3） 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 救助機関相互の連携強化〈行政〉  

自衛隊、警察、消防等の連携不足により、効率的な救助・救急活動等が実施できない 

おそれがある。 総防 

◎ 常備消防庁舎の老朽化対策〈行政〉  

災害に対応するための庁舎機能が不全となり、災害活動に支障が生じるおそれがあ 

る。 総防 

◎ 消防出張所機能の再編〈行政〉  

大雨等の浸水で消防出張所が浸水・孤立することにより、消防出張所機能が不全とな 

るおそれがある。 総防 

○ 災害対応能力の向上〈行政〉  

実践的な訓練の不足により、迅速かつ適切な災害対応ができないおそれがある。 

総防 

○ 緊急消防援助隊の受援体制の整備〈行政〉  

緊急消防援助隊の受入れ態勢の不備により、早期に活動が開始できないおそれがあ 

る。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）庁舎の再編整備〈行政〉  

災害に対応するための庁舎機能が不全となり、災害活動に支障が生じるおそれがあ 

る。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の人員確保〈行政〉（再掲）  

消防団員の不足等により、多数の災害現場での災害活動ができないおそれがある。 

総防  
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○ 災害対応能力の向上〈行政〉  

大規模自然災害に被災することで、避難誘導等の警察活動が絶対的に不足するおそれ 

がある。 総防 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 救助機関相互の連携強化【国・県・町・町民・事業者】  

町が開催する防災訓練に防災関係機関の積極的な参加を促進し、防災関係機関等との 

連携強化を図る。 総防  

◎ 常備消防庁舎の老朽化対策【町】  

災害活動を維持するため、老朽化対策が未実施となっている常備消防庁舎の整備計画 

（移転）を進める。  総防 

◎ 消防出張所機能の再編【町】  

災害活動を維持するため、浸水想定区域内にある消防出張所の整備計画（移転）を進 

める。総防  

○ 災害対応能力の向上【町】  

常備消防と連携し、職員等の災害対応能力を向上するための実践的な訓練を実施す 

る。総防  

○ 緊急消防援助隊の受援体制の整備【町】  

消防力の絶対的不足に対応するため、全国規模の消防の応援部隊である緊急消防援助 

隊の受援体制を整備する。 総防  

◎ 非常備消防（消防団）庁舎の再編整備【町】  

災害活動を維持するため、老朽化対策が未実施となっている非常備消防車庫につい 

て、適切な維持管理に努めるとともに、他の公共施設の利活用、集約化、複合化、除 

却等の再編・再配置の整備を進める。総防  

◎ 非常備消防（消防団）の人員確保【町】（再掲）  

災害時の人員を確保するため、消防団員の入団促進を図るとともに、スキルアップの 

ための訓練を実施する。また、自治区や自主防災組織への訓練も実施する。 総防  

○ 災害対応能力の向上【県】  

大規模自然災害発生時における避難誘導、救出救助・捜索、交通対策等の警察活動施 

設の整備を迅かつ的確に実施するため、実践的な訓練の実施、防災関係機関等相互の 

連携強化、装備資機材の整備により災害対応能力を向上させる。  

総防  

 

c.指標 

なし 

 

2-4） 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

a.脆弱ポイントの具体的内容 
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○ 常備消防における石油類燃料の確保〈行政〉  

自家用発動発電機及び消防車・救急車等の燃料の枯渇により、消防活動に支障をきた 

すおそれがある。 総防  

○ 常備消防等における給油設備等の整備〈行政〉  

民間のガソリンスタンドに給油希望者が殺到することにより、消防車・救急車等への 

迅速な給油ができず消防活動に支障をきたすおそれがある。 総防 

○ 常備消防における非常用電源の確保〈行政〉 総防 

電力供給の遮断により、常備消防の庁舎が機能せず消防活動に支障をきたすおそれ 

がある。 総防  

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 常備消防における石油類燃料の確保【町】  

石油類燃料の供給停止に備えるため、消防出張所等でガソリン及び軽油を一定 

量確保する。 総防  

○ 常備消防等における給油設備等の整備【町】  

消防出張所・消防団車両及び緊急消防援助隊車両等への迅速な給油を行うため、民 

間ガソリンスタンドとの災害時における燃料供給に関する応援協定の締結を進める。 

総防  

○ 常備消防における非常用電源の確保【町】  

電力供給の遮断に備え、常備消防と連携し非常用電源として庁舎に設置している自 

家用発動発電機の稼働時間延長のための整備を進める。 総防  

 

ｃ.指標（現状値） 

○ 大規模災害に備え、必要な災害応援協定を締結する。 

災害応援協定の締結件数 ６０件 

 

2-5） 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者（観光客を含む）への水・食料等の供給不足 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 交通施設等の防災対策〈都市基盤〉  

公共交通機関（鉄道・バス等）が被災し公共交通が運休することで、人員や物資の広 

域的な移動が長期間停止するおそれがある。 総防 

○ 帰宅困難者の支援体制の確保〈都市基盤〉  

公共交通機関の運休により、多数の帰宅困難者が発生するおそれがある。 総防 

○ 観光客への情報伝達・帰宅支援体制の整備〈産業〉（再掲）  

観光客は地理的に不慣れなため、適切な情報伝達が行われないと多数の死傷者が発生 

したり、大量の帰宅困難者が発生するおそれがある。総防 産振 教育 

○ 町内の企業の通勤者に適切な情報が伝達されないと帰宅困難者が発生するおそれが 
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      ある。    産振  

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 交通施設等の防災対策【町・事業者】  

公共交通の運休を少なくするため、公共交通運行事業者、道路管理者等が防災対策を 

推進するとともに、代替輸送体制を確保するよう促す。 総防  建設 

○ 帰宅困難者の支援体制の確保【町・事業者】  

大規模な災害時には多数の帰宅困難者が発生することが考えられることから、帰宅困 

難者への対応について、一時的に滞在できる施設を確保するために協定等の締結を進 

めるほか、国の取り組み方針を踏まえ、鉄道事業者と共同して対応を強化する。 

総防 

○ 観光客への情報伝達・帰宅支援体制の整備【町・事業者】（再掲）  

放送設備の整備や多言語対応の案内看板設置等により、観光客への情報伝達体制及び 

帰宅支援体制を整備する。 総防 産振 

○ 町内企業との情報伝達・帰宅支援体制の整備【町・事業者】 

放送設備の整備により、町内企業との情報伝達体制及び帰宅支援体制を整備する。 

総防 産振 

 

c.指標 

なし 

 

2-6） 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 災害時の医療機能の確保〈医療保健〉  

医療従事者や物資の不足により医療機能が麻痺するおそれがある。総防 保福 

○ 医療人員・物資供給体制の確保〈医療保健〉  

地域交通網の遮断等により、医療人員・物資の供給が長期間停止するおそれがある。 

総防 

○ 常備消防の救急体制の強化〈行政〉  

救急救命士の不足等により、消防による救急医療が実施できず負傷者の傷病が悪化す 

るおそれがある。 総防 

○ 災害により施設機能が喪失し、給水停止や施設の復旧が長期間にわたり医療施設の運 

営に必要な生活用水が確保できないおそれがある。  上下水 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 災害時の医療機能の確保【町・事業者】  

災害時に備え、医療従事者・水・医薬品等の確保を行う。 総防 病老 
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○ 医療人員・物資供給体制の確保【町・事業者】  

医師会等との災害時応援協定により、緊急時の医療人員・物資の供給体制を確保す 

る。 総防 

○ 常備消防の救急体制の強化【町】  

消防における救急体制を維持するため救急救命士の養成・配備を消防本部と連携し 

進める。 総防 

◎ 緊急度、重要度を勘案して配水施設の更新及び耐震を図る。 上下水 

 

c.指標 

・配水管の耐震率 管理延長 Ｌ＝１６７ｋｍ  耐震率現状 ５５．６％  

目標年 ０．５％向上   上下水 

 

2-7） 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 要配慮者への支援体制整備〈医療保健〉  

避難生活環境等の悪化により、要配慮者の健康状態が損なわれるおそれがある。 

保福 

◎ 指定避難所へのマンホールトイレの整備〈都市基盤〉  

多数の避難者が生活することで指定避難所の公衆衛生環境が悪化し、大規模な疾病・ 

感染症等が発生するおそれがある。  保福 総防 上下水 税住 教育 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 要配慮者への支援体制整備【町・事業者】  

一般の指定避難所では避難生活に支障が想定される介助や見守り等の特別な配慮を必 

要とする高齢者、障がい者、妊産婦などの要配慮者を対象に、資格を有した専門職員 

を配置することにより、安心して避難生活を送ることができる福祉避難所の体制づく 

りを進める。 保福、総防  

◎ 指定避難所へのマンホールトイレの整備を図る。【町】総防 上下水 教育 

 

c.指標 

なし 

 

事前に備えるべき目標その３ 

～大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する～ 

 

3-1） 被災による警察機能の大幅な低下による治安の悪化 

a.脆弱ポイントの具体的内容 
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○ 被災による機能低下の回避〈行政〉  

大規模自然災害発生時の被災が原因で警察機能が低下し、治安が悪化するおそれがあ 

る。 総防 税住 

○ 交通渋滞・交通事故の回避〈行政〉  

大規模自然災害発生時の停電に伴う信号機の停止が原因で、渋滞や交通事故が発生す 

るおそれがある。 総防 税住 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 被災による機能低下の回避【県】  

公共の安全と秩序の維持を図る観点から、大規模自然災害発生時における優先業務を 

継続するため、警察と連携し、装備資機材の充実強化を図る。 総防 

生活安全推進協議会により青色回転灯車による防犯パトロールを実施しており、引き続

き実施する。  税住 

危険個所を把握し防犯灯、防犯カメラの設置をすすめており、引き続き実施する。 

税住 

○ 交通渋滞・交通事故の回避【県】  

大規模自然災害発生時に、停電による信号機の停止が原因で発生する渋滞や交通事故 

を回避するため、信号機電源付加装置の整備を推進する。総防 

交通安全意識と交通マナー向上に向け関係機関と連携し、引き続き交通安全運動キャン

ペーン等啓発活動を実施する。 税住 

交通の安全確保のため、引き続き危険個所への注意喚起、交通安全施設の整備促進を

実施する。 税住 

 

c.指標 

なし 

 

3-2） 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 交通渋滞・交通事故の回避〈行政〉（再掲）  

大規模自然災害発生時の停電に伴う信号機の停止が原因で、渋滞や交通事故が発生す 

るおそれがある。 総防 税住 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 交通渋滞・交通事故の回避【県】（再掲）  

大規模自然災害発生時に、停電による信号機の停止が原因で発生する渋滞や交通事故 

を回避するため、信号機電源付加装置の整備を推進する。 総防 

 交通安全意識と交通マナー向上に向け関係機関と連携し、引き続き交通安全運動キャン
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ペーン等啓発活動を実施する。 税住 

 交通の安全確保のため、引き続き危険個所への注意喚起、交通安全施設の整備促進を実

施する。 税住 

 

c.指標 

なし 

 

3-3） 町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 災害対策本部体制の整備〈行政〉  

大規模自然災害発生時の混乱等により、災害対策本部が正常に機能しないおそれがあ 

る。 総防 

○ 町の業務継続体制の整備〈行政〉  

電力・通信網の遮断や災害応急対応による人員不足のため、最低限必要な行政機能が 

確保されないおそれがある。 総防 

○ 町職員の参集体制の整備〈行政〉  

町職員等の被災により人員が不足し、行政機能が大幅に低下するおそれがある。総防  

○ 庁舎等の災害対応機能強化〈行政〉  

大規模自然災害発生時等の浸水や停電に伴い、庁舎等の災害対応機能が著しく低下す 

るおそれがある。 総防 

◎ 公共施設の整備・管理保全〈行政〉  

公共施設が被災することにより、災害対策拠点や指定避難所等としての機能が大幅に 

低下するおそれがある。 総防 保福 教育 

◎ 学校施設の整備・管理保全〈都市基盤〉  

老朽化した学校施設の校舎や体育館等が被災し、避難所としての機能が大幅に低下す 

るおそれがある。 教育  

◎ 常備消防庁舎の老朽化対策〈行政〉（再掲）  

災害に対応するための庁舎機能が不全となり、災害活動に支障が生じるおそれがあ 

る。総防  

◎ 消防出張所機能の再編〈行政〉（再掲）  

大雨等の浸水で消防出張所が浸水・孤立することにより、消防出張所機能が不全とな 

るおそれがある。 総防 

○ 消防災害対策本部の強化〈行政〉  

大規模自然災害発生時の混乱等により、消防災害対策本部が正常に機能しないおそれ 

がある。 総防 

○ 非常備消防（消防団）庁舎の再編整備〈行政〉（再掲）  

災害に対応するための庁舎機能が不全となり、災害活動に支障が生じるおそれがあ 
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る。総防 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 災害対策本部体制の整備【町】  

災害対策本部設置・運営マニュアルに基づき、災害発生直後から体制を確保するとと 

もに、平常時から災害対策の図上訓練を実施し、情報収集・命令系統の確認を行う。 

総防  

○ 町の業務継続体制の整備【町】  

図上訓練等を通して玉城町業務継続計画の検証を行い、実効性のある計画に見直しを 

図る。 総防 

○ 町職員の参集体制の整備【町】  

町職員・消防団員の緊急連絡網を利用した参集命令の伝達及び安否・参集状況の確認 

を行う。 総防 

○ 庁舎等の災害対応機能強化【町】  

庁舎等の自家用発電機の燃料タンク容量増加等の整備を実施し、災害対応機能の強化 

を行う。 総防 

◎ 公共施設の整備・管理保全【町】  

公共施設は、災害時の対策拠点、指定避難所、一時避難場所等として使用されるこ 

と、また、災害時にあっても行政サービスを継続していく必要があることから、施設 

の安全かつ適正な管理に向け、老朽化対策等の必要な改修、修繕を行う。 

総防、保福、教育  

◎ 学校施設の整備・管理保全【町】  

学校施設は災害時に指定避難所として利用されることから、校舎や体育館等の老朽化 

対策及び段差解消や多目的便所整備等のバリアフリー化、安心で快適な環境整備など 

を推進する。教育  

◎ 常備消防庁舎の老朽化対策【町】（再掲）  

災害活動を維持するため、老朽化対策が未実施となっている常備消防庁舎の整備計画 

（移転）を進める。 総防 

◎ 消防出張所機能の再編【町】（再掲）  

災害活動を維持するため、浸水想定区域内にある消防出張所の整備計画（移転）を進 

める。総防 

○ 消防災害対策本部の強化【町】  

消防災害対策本部が災害発生直後から機能するため、緊急消防援助隊の受援を含めた 

実践的な訓練を実施するとともに資機材を整備する。総防  

○ 非常備消防（消防団）庁舎の再編整備【町】（再掲）  

災害活動を維持するため、老朽化対策が未実施となっている非常備消防車庫につい 

て、適切な維持管理に努めるとともに、他の公共施設の利活用、集約化、複合化、除 

却等の再編・再配置の整備を進める。総防 
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c.指標 

なし 

 

事前に備えるべき目標その４ 

～大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する～ 

4-1） 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 同報系防災行政無線の電力確保〈行政〉  

電力の供給停止により同報系防災行政無線が使用できず、災害情報等の発信ができな 

いおそれがある。 総防 

○ 移動系防災行政無線の電力確保〈行政〉  

電力の供給停止により移動系防災行政無線が使用できず、被害状況の把握や医療機関 

等との連絡体制を確保できないおそれがある。総防  

○ 避難所における通信手段の確保〈行政〉  

電力の供給停止により通信機器等が使用できないおそれがある。 総防 

○ ライフライン（上水、下水、農集）の機能停止〈行政〉 

     送水ポンプ、マンホールポンプの施設が停止するおそれがある。 上下水 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 同報系防災行政無線の電力確保【町】  

非常時に備え、親局や中継局の非常用発電機や屋外拡声子局のバッテリーなど、同報 

系防災行政無線の適切な維持管理を行う。 総防 

○ 移動系防災行政無線の電力確保【町】  

非常時に備え、基地局の非常用発電機や無線機の予備バッテリーの定期的な点検な 

ど、移動系防災行政無線の適切な維持管理を行う。総防  

○ 高機能消防指令センター等の非常用電源の確保【町】  

消防出張所等と連携し高機能消防指令センター、消防情報通信機器及び消防救急デジ 

タル無線等の非常用電源である自家用発動発電機の燃料を備蓄する。 総防 

○ 避難所における通信手段の確保【町、事業者】  

避難者等の通信手段を確保するため、特設公衆電話の設置に努める。 総防 

○ 住宅用太陽光発電システムを設置するものに対し補助金の交付を行っている。税住 

○ 自家発電機器の設置、無停電装置（USP）設置によるバックアップ機能の充実を図 

る。  上下水 

 

c.指標 

なし 
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4-2） 災害情報が必要な者に伝達できない事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 情報提供手段の多重化〈行政〉  

テレビ・ラジオの放送中断等により、災害情報が伝達できないおそれがある。 総防 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 情報提供手段の多重化【町】  

同報系防災行政無線を始め、町ホームページ（アクセスの負荷分散対応含む。）・スマ 

ホアプリやメール配信サービス、ファクス配信や電話応答サービス、広報車の巡回や 

広報誌等の紙媒体の配布といった複数の情報提供手段を維持・整備するとともに、大 

規模自然災害発生時に速やかに情報発信できるよう、日頃から点検や訓練を行う。 

総防 

c.指標 

なし 

 

事前に備えるべき目標その５ 

～大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全

に陥らせない～ 

 

5-1） サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 事業者における事業継続計画の策定〈産業〉  

各事業所の被災やサプライチェーンの寸断等により、経済活動が低下するおそれがあ 

る。 産振 上下水 建設 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 事業者における事業継続計画の策定【町・事業者】  

大規模自然災害発生時におけるサプライチェーン寸断やエネルギー供給停止の防止策 

及び被災時の影響を最小限に留めるための代替手段や応急復旧策の実施に備え、各事 

業所における事業継続計画策定を促進する。  

中小規模事業者の自然災害への事前の備えや事後の復旧を支援するため、商工会と連 

携し、事業継続力強化支援計画の策定を進める。 産振 

 

c.指標 

なし 
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5-2） 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 事業者における事業継続計画の策定〈産業〉（再掲）  

各事業所の被災やサプライチェーンの寸断等により、経済活動が低下するおそれがあ 

る。 産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 事業者における事業継続計画の策定【町・事業者】（再掲）  

大規模自然災害発生時におけるサプライチェーン寸断やエネルギー供給停止の防止策 

及び被災時の影響を最小限に留めるための代替手段や応急復旧策の実施に備え、各事 

業所における事業継続計画策定を促進する。  

中小規模事業者の自然災害への事前の備えや事後の復旧を支援するため、商工会と連 

携し、事業継続力強化支援計画の策定を進める。  産振 

 

c.指標 

なし 

 

5-3） 基幹的交通ネットワークの機能停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 陸路輸送ルートの確保〈都市基盤〉（再掲）  

道路や橋梁等の被災により、人員や物資の広域的な輸送が長期間停止するおそれがあ 

る。 総防  

○ 交通施設等の防災対策〈都市基盤〉（再掲）  

公共交通機関（鉄道・バス等）が被災し公共交通が運休することで、人員や物資の広 

域的な移動が長期間停止するおそれがある。総防  

○ 業者における事業継続計画の策定〈産業〉（再掲）  

各事業所の被災やサプライチェーンの寸断等により、経済活動が低下するおそれがあ 

る。 産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 陸路輸送ルートの確保【国・県・町】（再掲）  

緊急輸送道路や主要な道路、迂回路となる道路の維持修繕、道路附属物や橋梁の点 

検、修繕及び耐震化等を推進するとともに、災害時における迂回路の確保等、有効に 

機能する道路ネットワーク整備を推進する。 

災害時の物資輸送や避難・救助・医療活動の重要なルートである緊急輸送道路には国 

道や県道も多く、他市町とも連携して整備促進を要望する。総防、建設 
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○ 交通施設等の防災対策【町・事業者】（再掲）  

公共交通の運休を少なくするため、公共交通運行事業者、道路管理者等が防災対策を 

推進するとともに、代替輸送体制を確保するよう促す。 総防、建設 

 

c.指標 

なし 

 

5-4） 食料等の安定供給の停滞 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 事業者における事業継続計画の策定〈産業〉（再掲）  

○ 各事業所の被災やサプライチェーンの寸断等により、経済活動が低下するおそれがあ

る。 産振 

◎ 陸路輸送ルートの確保〈都市基盤〉（再掲）  

道路や橋梁等の被災により、人員や物資の広域的な輸送が長期間停止するおそれがあ 

る。 建設 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 事業者における事業継続計画の策定【町・事業者】（再掲）  

大規模自然災害発生時におけるサプライチェーン寸断やエネルギー供給停止の防止策 

及び被災時の影響を最小限に留めるための代替手段や応急復旧策の実施に備え、各事 

業所における事業継続計画策定を促進する。  

中小規模事業者の自然災害への事前の備えや事後の復旧を支援するため、商工会と連 

携し、事業継続力強化支援計画の策定を進める。 産振 

◎ 陸路輸送ルートの確保【国・県・町】（再掲）  

緊急輸送道路や主要な道路、迂回路となる道路の維持修繕、道路附属物や橋梁の点 

検、修繕及び耐震化等を推進するとともに、災害時における迂回路の確保等、有効に 

機能する道路ネットワーク整備を推進する。  

災害時の物資輸送や避難・救助・医療活動の重要なルートである緊急輸送道路には国 

道や県道も多く、他市町とも連携して整備促進を要望する。 総防、建設 

 

c.指標 

なし 

 

 

事前に備えるべき目標その６ 

～大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、 

上下水道、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る～ 



44 

 

6-1）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガス、サプライチェーンの

機能の停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 事業者における事業継続計画の策定〈産業〉（再掲）  

各事業所の被災やサプライチェーンの寸断等により、経済活動が低下するおそれがあ 

る。 産振 総防 

○ ライフライン（上水、下水、農集）の機能停止〈行政〉 

     送水ポンプ、マンホールポンプの施設が停止するおそれがある。 

また、停電時に運用する予定の自家発電機器の燃料が不足し、施設が機能不全に陥る 

おそれがある。上下水 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 事業者における事業継続計画の策定【町・事業者】（再掲）  

大規模自然災害発生時におけるサプライチェーン寸断やエネルギー供給停止の防止策 

及び被災時の影響を最小限に留めるための代替手段や応急復旧策の実施に備え、各事 

業所における事業継続計画策定を促進する。  

中小規模事業者の自然災害への事前の備えや事後の復旧を支援するため、商工会と連 

携し、事業継続力強化支援計画の策定を進める。 産振 

 

c.指標 

なし 

 

6-2） 上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 水道施設の耐震化等〈都市基盤〉  

浄水場や水道管等に被害が生じることで、水道水の供給が長期間停止するおそれがあ 

る。  上下水 

◎ 応急給水及び応急復旧体制の確保〈都市基盤〉  

応急給水及び応急復旧体制が十分に機能せず、水道水の供給が長期間停止するおそれ 

がある。  上下水 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 水道施設の耐震化等【町】  

浄水場や水道管等の耐震化及び老朽施設更新事業を推進する。  

断水を最小限にするため、配水区域の多系統化に努める。 上下水  

◎ 応急給水及び応急復旧体制の確保【町】  
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策定済みの業務継続計画に基づき、早期の応急給水及び応急復旧に努める。三重県水 

道災害広域応援協定及び公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関 

する協定に基づく応急給水及び応急復旧体制を確保する。 上下水 

 

c.指標 

なし 

 

6-3） 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 下水道施設の耐震化、老朽化対策〈都市基盤〉  

下水道施設等に被害が生じ汚水処理が長期間機能停止することで、公衆衛生環境が悪 

化するおそれがある。 上下水 

◎ 農業集落排水施設、共同汚水処理施設の耐震化、老朽化対策〈都市基盤〉  

農業集落排水施設等に被害が生じ汚水処理が長期間機能停止することで、公衆衛生環 

境が悪化するおそれがある。 上下水  

○ 業務継続計画の見直し〈都市基盤〉  

業務継続性が確保されていないため、汚水処理が長期間機能停止し、公衆衛生環境が 

悪化するおそれがある。 上下水  

○ 合併浄化槽への転換促進及び公共下水道等の普及拡大〈都市基盤〉  

単独浄化槽や汲取便槽が被災し、公衆衛生環境が悪化するおそれがある。  

税住 上下水 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 下水道施設の耐震化、老朽化対策【町】  

被害想定に応じた計画的な施設整備や耐震化、自家用発電機の整備等ストックマネジ 

メントによる更新を推進する。 上下水  

◎ 農業集落排水施設、共同汚水処理施設の耐震化、老朽化対策【町】  

被害想定に応じた計画的な施設整備や耐震化、自家用発電機の整備等ストックマネジ 

メントによる更新を推進する。 上下水  

○ 業務継続計画の見直し【町】  

現行の業務継続計画を再確認し、最新の被害想定や処理施設等の状況を反映させた見 

直しを行う。  上下水 

○ 合併浄化槽への転換促進及び公共下水道等の普及拡大【町】  

個人設置の単独浄化槽や汲取便槽の合併浄化槽への転換を促進するとともに、町営浄 

化槽への帰属を進める。  

公共下水道等への接続や公共下水道重点地区の整備を進め、単独浄化槽、汲取便槽か 

らの転換を促進する。 上下水  
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c.指標 

なし 

 

6-4） 地域交通ネットワークが分断する事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 陸路輸送ルートの確保〈都市基盤〉（再掲）  

道路や橋梁等の被災により、人員や物資の地域内の輸送が長期間停止するおそれがあ 

る。 建設  

○ 交通施設等の防災対策〈都市基盤〉（再掲）  

公共交通機関（鉄道・バス等）が被災し公共交通が運休することで、人員や物資の地 

域内の移動が長期間停止するおそれがある。 総防  

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 陸路輸送ルートの確保【国・県・町】（再掲）  

緊急輸送道路や主要な道路、迂回路となる道路の維持修繕、道路附属物や橋梁の点 

検、修繕及び耐震化等を推進するとともに、災害時における迂回路の確保等、有効に 

機能する道路ネットワーク整備を推進する。  

災害時の物資輸送や避難・救助・医療活動の重要なルートである緊急輸送道路には国 

道や県道も多く、他市町とも連携して整備促進を要望する。 建設 総防 

○ 交通施設等の防災対策【町・事業者】（再掲）  

公共交通の運休を少なくするため、公共交通運行事業者、道路管理者等が防災対策を 

推進するとともに、代替輸送体制を確保するよう促す。 建設 総防  

 

c.指標 

なし 

 

事前に備えるべき目標その７ 

～制御不能な二次災害を発生させない～ 

 

7-1） 市街地での大規模火災の発生 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 耐震性防火水槽の整備〈行政〉（再掲）  

消防水利が不足し火災が延焼拡大することにより、多数の死傷者が発生するおそれが 

ある。 総防 

○ 常備消防の消火体制の強化〈行政〉（再掲）  

   初動時には、消防勢力の劣勢と情報不足など、十分な消火活動ができないことによ 
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り、大規模火災が更に延焼拡大し、多数の死傷者が発生するおそれがある。 

総防  

◎ 非常備消防（消防団）の消火体制の強化〈行政〉（再掲）  

消火資機材等の不足で大規模火災が更に延焼拡大することにより、甚大な被害や、多 

数の死傷者が発生するおそれがある。 総防 

◎ 非常備消防（消防団）の連携強化〈行政〉（再掲）  

他分団や常備消防との連携が図れず延焼が拡大することにより、甚大な被害や、多数 

の死傷者が発生するおそれがある。総防 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 耐震性防火水槽の整備【町】（再掲）  

地震により消火栓等が損傷し消防水利が使用できない場合に備え、耐震性防火水槽を 

計画的に整備する。総防  

○ 常備消防の消火体制の強化【町】（再掲）  

常備消防の体制は、伊勢市消防署玉城出張所（水槽付消防ポンプ車、救急車各 1台） 

のみで、大規模災害時には、伊勢市消防本部からの増援は望めないため、平素から常 

備消防と玉城町消防団、自衛消防団、自主防災組織との連携した合同訓練を実施し、 

消火体制の連携強化を図る。また、大規模災害時には、同時多発火災や大規模延焼拡 

大火災に進展するなど消防力が劣勢となるため、緊急消防援助隊などの早期要請や受 

援計画（消防隊）の整備を図る。 

大規模火災に対応するため、常備消防と連携し消防隊における消火資機材や大規模火 

災現場での活動調整及び後方支援等を行える大型消防車等の導入を伊勢市消防本部と 

連携して進める。総防  

◎ 非常備消防（消防団）の消火体制の強化【町】（再掲）  

大規模火災に対応するため、消防団における消火資機材等を配備するとともに、消防 

団車両等の計画的な更新と適切な維持管理を行う。総防  

◎ 非常備消防（消防団）の連携強化【町】（再掲）  

火災を早期鎮圧・鎮火するため、他分団や常備消防との消火訓練により連携強化を図 

る。総防 

 

c.指標 

なし 

 

7-2） 沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 住宅・建築物の耐震化〈都市基盤〉（再掲）  

耐震基準を満たさない住宅・建築物の倒壊により、二次災害や交通麻痺が発生するお 
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それがある。 建設 

◎ 宅地の耐震化〈都市基盤〉（再掲）  

地震時に大規模盛土造成地の滑動崩落が生じ、造成宅地における崖崩れ等により二次 

災害や交通麻痺が発生するおそれがある。 建設 

◎ 工作物等の倒壊・落下防止〈都市基盤〉（再掲）  

沿道のブロック塀倒壊や窓ガラス、屋外広告板等の落下により、二次災害や交通麻痺 

が発生するおそれがある。 建設 

◎ 狭隘道路の拡幅整備〈都市基盤〉（再掲）  

道幅の狭い道路は、建築物等の倒壊により避難、消火・救助活動に支障をきたし、二 

次災害や交通麻痺が発生するおそれがある。建設 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 住宅・建築物の耐震化【町・町民・事業者】（再掲）  

玉城町建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震基準を満たさない建築物に対し災害に 

強いまちづくりを進めるため、補助金制度を活用し住宅・建築物安全ストック形成事 

業を推進する。  

○ 特定既存耐震不適格建築物等については、必要に応じて指導・助言や、指示・立入調 

査等の適切な措置を講じることで耐震化を促進する。  

○ 老朽化が著しい公共施設等については、居住者や近隣住民の生命の安全を確保する 

ため建物の定期的な点検を行うとともに、長期的・計画的な視点で適正な維持管理に 

必要な修繕等や危険な建物等の除却等を行う。 建設 

◎ 宅地の耐震化【町・町民・事業者】（再掲）  

大規模盛土造成地を抽出し、滑動崩落のおそれがあるかどうかを調査し、そのおそれ 

があると判断される場合は、予防対策を検討し実施する。 建設  

◎ 工作物等の倒壊・落下防止【町・町民・事業者】（再掲）  

公道に面した既存ブロック塀の撤去及び撤去後のフェンス等への改修や生け垣化を行 

う場合の補助金制度を啓発し活用を促すことで、安全対策を進める。 建設 

○ 窓ガラスや屋外広告板の飛散・落下による被害や、自動販売機等の転倒防止について

啓発を進める。 建設 

◎ 狭隘道路の拡幅整備【町・町民】（再掲）  

災害に強いまちづくり及び緊急車両が通行可能な住環境の形成を図るため、道路拡幅 

用地に係る測量・分筆及びブロック塀の除却等に要する費用の一部を助成している。 

建設  

 

c.指標 

なし 
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7-3） ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ ため池改修事業等の推進〈産業〉  

ため池の決壊等により、二次災害が発生するおそれがある。産振 

◎ ため池管理者等との連絡体制の構築、強化〈産業〉  

ため池の決壊等により、二次災害が発生するおそれがある。産振  

○ ため池ハザードマップの活用〈産業〉  

ため池の決壊等により、二次災害が発生するおそれがある。産振 

   ○ 砂防事業等の推進〈産業〉 

     地震や集中豪雨等により連続的に発生する土石流やがけ崩れによって、二次災害が発 

生するおそれがある。産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ ため池改修事業等の推進【県・町】  

ため池堤体の耐震性調査を完了し、町の防災重点ため池に指定した危険度の高いため 

池の改修を進める。 産振 

◎ ため池管理者等との連絡体制の構築、強化【町】  

ため池の日常管理において、点検、監視体制及び異常時等におけるため池管理者等と 

の連絡体制を構築している。産振 

○ ため池ハザードマップの活用【町・町民】  

ため池ハザードマップを活用した啓発活動や避難訓練の実施を進める。 産振 

 

c.指標 

・ため池耐震性調査 完了数（防災重点ため池）１９箇所（全ため池数 ３１箇所） 

・ハザードマップ作成ため池数 ３１箇所  

 

7-4） 有害物質の拡散・流出 

 

a. 脆弱ポイントの具体的内容 

○ し尿処理施設の被災によるし尿の流出や電力供給停止による処理の停滞を防止するた 

め、施設の適正な維持管理に努めるとともに、非常用電源の能力を確保する必要があ 

る。 税住  

○ 地震等により倒壊した建物を解体する際、アスベスト建材から粉じんが飛散し、作業者 

や周辺住民が暴露する危険性があることから、危険性についての啓発を行うとともに、

暴露防止に有効なマスクなどの備蓄を推進する必要がある。 税住  

〇有害物質の大規模拡散・流出等による健康被害や環境への悪影響 

を防止する取り組みを進める必要がある。 上下水 税住 総防 
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b. 現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ アスベストによる暴露防止に有効なマスクの備蓄整備を図る。 税住 

 

c. 指標 

・マスクの備蓄数 100 枚 

 

7-5） 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 農地、農業用施設、農道等の整備保全〈産業〉  

農地等の湛水被害・地震被害等により農地が荒廃し、農業が衰退するおそれがある。 

産振 

◎ 遊休農地等の解消による農地の多面的機能確保〈産業〉  

農地等の荒廃により雨水の貯留機能が低下し、洪水被害が拡大するおそれがある。  

産振 

○ 森林の整備保全〈産業〉  

山林崩壊が発生し林地が被災することにより、被害が拡大するおそれがある。産振 

○ 林道施設の整備及び長寿命化対策等〈産業〉  

山林崩壊が発生し林道施設等が被災することにより、被害が拡大するおそれがある。 

産振  

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 農地、農業用施設等の整備及び長寿命化計画の策定等【町】  

農地、農業用施設等の点検診断を実施、個別施設計画を策定し、農地、農業用施設の 

健全化・長寿命化を図る。  

二次被害防止のため、国の災害復旧事業等を活用した復旧体制を確保する。 産振 

◎ 遊休農地等の解消による農地の多面的機能確保【町・町民・事業者】  

地域の特産物を活用した農産物のブランド化を促進することで遊休農地や耕作放棄地 

を解消し、農地の多面的機能確保に努める。産振  

○ 農業用施設の耐震化等【県・町】  

農地の湛水被害・地震被害等を防止するため、農業用施設の耐震・機能診断を進め 

る。  

災害時応援協定に基づく排水ポンプ等の資機材調達体制を確保する。 産振 

○ 森林の整備保全【県・町】  

森林整備事業による防災・減災対策推進のため、玉城町森林整備計画区内における山 

地災害危険地区等の周辺森林において間伐・植林等の森林整備（１,２５８．７７ｈ 

ａ）を実施し、森林本来の多面的機能が発揮されるような森林管理を行う。  

渓流や急傾斜地などの危険個所に治山事業を推進し、未然に大規模災害の抑制に努め 
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る。 産振 

○ 林道施設の整備及び長寿命化対策等【町】  

森林整備事業による防災・減災対策推進のため、森林整備計画の「基幹路網の整備計 

画」に記載されている林道（９路線）等の整備を推進する。  

 林道施設（橋梁等）の点検診断を実施、個別施設計画を策定し、林道施設の健全化・ 

長寿命化を図る。  

二次被害防止のため、国の災害復旧事業等を活用した復旧体制を確保する。 産振 

c.指標 

・林道施設の点検診断の実施、個別施設計画策定 １施設 

 

7-6） 風評被害等による県内経済等への甚大な影響 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

○ 正確な情報収集と情報発信〈行政〉  

大規模自然災害発生時に誤った情報が町内外に流れ、風評被害等が発生するおそれが 

ある。産振 総防 

◎ 中小企業者等の自立支援〈産業〉  

被災により中小企業者等の経営に支障が生じるおそれがある。 産振 

◎ 農林漁業者等の自立支援〈産業〉  

被災により農林漁業者等の経営に支障が生じるおそれがある。 産振 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

○ 正確な情報収集と情報発信【町・事業者】  

自治体や事業者等との災害時応援協定により、正確な情報収集・発信ができる体制を 

確保する。 総防 

◎ 中小企業者等の自立支援【町・事業者】  

中小規模事業者の自然災害への事前の備えや事後の復旧を支援するため、商工会と連 

携し、事業継続力強化支援計画の策定を進める。  

国や政府系金融機関等と連携し、被災後の中小企業者等の経営支援を行う体制を確保 

する。 産振 

◎ 農林業者等の自立支援【県・町・事業者】  

政府系金融機関と連携し、農林漁業者等の経営支援を行う体制を確保する。 産振 

 

c.指標 

なし 

事前に備えるべき目標その８ 

～大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を 

整備する～ 
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8-1） 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ ごみ処理体制の確保〈都市基盤〉  

被災により大量に発生するごみの収集・処理が停滞するおそれがある。 税住 

◎ し尿、浄化槽汚泥処理体制の確保〈都市基盤〉  

被災により公共下水道等の使用ができない避難所のし尿の収集・処理が停滞するおそ 

れがある。 総防 上下水 税住 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ ごみ処理体制の確保【町・事業者】  

玉城町災害廃棄物処理計画に基づき、収集運搬事業者への業務継続計画策定の促進、 

伊勢広域環境組合と連携した処理や仮置場の選定等、ごみの収集・処理体制を確保す 

る。  

三重県災害廃棄物処理応援協定のほか、事業者団体等との災害時応援協定、委託業者 

等への依頼により、緊急時の収集・処理体制（車両・燃料を含む。）を確保する。 

税住 総防 

◎ し尿、浄化槽汚泥処理体制の確保【町・事業者】  

玉城町災害廃棄物処理計画に基づき、伊勢広域環境組合と連携した処理や収集運搬事 

業者の業務継続計画策定の促進、防災対策に係る整備、車両の必要数の把握、仮設ト 

イレの必要数の把握等、し尿の収集・処理体制を確保する。  

県や周辺市町、事業者団体等との災害時応援協定により、緊急時の収集・処理体制 

（車両・燃料を含む。）を確保する。 税住 総防 上下水 

 

c.指標 

なし 

 

8-2） 道路啓開等の復旧を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した

技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 復旧・復興を支える人材の確保〈行政〉  

人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れるおそれがある。 建設 総防 

◎ 復旧・復興を支える資機材等の確保〈行政〉  

資機材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れるおそれがある。 建設 総防 

○ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）との連携〈行政〉  

人材や資機材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れるおそれがある。建設 総防 
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b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 復旧・復興を支える人材の確保【町・事業者】  

事業者等と災害時応援協定を締結し、緊急時の復旧・復興に必要な有資格者等を確保 

する。  

大規模災害の発生に伴う災害復旧業務について、関係各部局の緊密な連携と的確な役 

割分担のもと、迅かつ確実な対応を図るため、あらかじめ応援体制を構築する。  

被災建築物応急危険度判定を行う判定士については、認定資格（建築士等）が必要な 

ことから、要件を満たす職員の人材育成を行い、資格者等の確保を行う。  

判定士の連絡調整を行う被災建築物応急危険度判定コーディネーターについても、資 

格者の退職等人員減の対策として、研修や講習の実施を通じて職員の人材育成を行 

う。  

宅地に関する被災宅地危険度判定士についても、必要人数を確保する。建設 総防 

◎ 復旧・復興を支える資機材等の確保【町・事業者】  

事業者等と災害時応援協定を締結し、緊急時の復旧・復興に必要な資機材等を確保す 

る。 総防  

○ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）との連携【県・町】  

国の緊急災害対策派遣隊であるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥと県、町における連携強化を推進 

することにより、復旧を迅速に行える応急態勢の充実を図る。  総防、建設 

 

c.指標 

なし 

 

8-3） 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 地域コミュニティ力の強化〈行政〉  

甚大な被害の発生や集団避難等により、自治会を始めとする地域コミュニティ組織が 

機能しなくなることで、復旧・復興が大幅に遅れるおそれがある。 総防 

○ 警察災害派遣隊の拡充〈行政〉  

対処する警察官が絶対的に不足することに伴う治安の悪化等により、復旧・復興が大 

幅に遅れるおそれがある。総防 税住  

○ 警察施設の耐震化等〈行政〉  

被災等によって警察機能が低下することに伴う治安の悪化等により、復旧・復興が大 

幅に遅れるおそれがある。 総防 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 地域コミュニティ力の強化【町・町民】  

大規模自然災害発生時の対応力を向上するためには、平常時から地域づくりや地域コ 
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ミュニティ力の強化を図る必要があることから、自治会やＮＰＯ等の市民活動団体に 

対して必要な支援を行う。  

「自助・共助」の重要性を鑑み、地域において積極的に防火活動や自主防災活動が行 

われるよう、消防団員による初期消火等の訓練指導や、自主防災組織による防災訓練 

等の支援を行う。 総防 

○ 警察災害派遣隊の拡充【県】  

大規模災害発生時に派遣が見込まれる警察災害派遣隊の招集・派遣体制を整備すると 

ともに、救出救助等の実践的訓練により災害対応能力の向上を図る。総防  

○ 警察施設の耐震化等【県】  

大規模災害発生時に警察機関が機能するため、警察施設の耐震化を推進する。 総防 

 

c.指標 

なし 

 

8-4） 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

a.脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 地籍調査事業の推進〈都市基盤〉  

土地の境界が明確でないため、境界確認のための立会等に時間を要し、復旧・復興が 

大幅に遅れるおそれがある。 建設 

○ 市街地の復興〈都市基盤〉  

甚大な被害により計画的な市街地復興が大幅に遅れるおそれがある。 建設 

 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 地籍調査事業の推進【町】  

南海トラフ巨大地震に伴う災害における道路等基幹インフラの復旧・復興が迅速に行 

えるように、地籍調査事業を推進する。建設  

○ 市街地の復興【町】  

市街地の復興のため必要な場合には被災市街地復興特別措置法を活用するとともに、 

町民の合意形成に最大限の努力を傾注し、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の 

実施により、迅速な復興を行う。 建設 

 

c.指標 

なし 

 

8-5) 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 
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a. 脆弱ポイントの具体的内容 

◎ 庁舎等の宅地や河川・海岸堤防が、災害時に液状化や地盤沈下を起こすことによっ 

て、市街地の浸水リスクが高くなるおそれがある。 総防 

b.現在の取り組み状況及び対応方策の検討結果 

◎ 防災対策本部を設置する本庁舎は、災害時でも庁舎機能を維持する必要があるため、液状 

化や浸水についての対策、また執務環境の減災（書棚などの転倒防止策や窓ガラス飛散防 

止フィルムの貼付など）のための整備を進める。 

ｃ.指標 

    なし 

 

 

第９章 計画の見直し 

 

  本計画の見直しは、おおむね５年後とする。ただし、関連法令の改正や国・県の強靭化施策

の変更、新たな大規模自然災害の発生や地域を取り巻く環境変化等に合わせ、適時見直しを行

うこととします。 

 


